
大項目 中項目 審 査 基 準 配点

類似業務の実績等 類似業務の実績等はあるか 10

業務実施体制
実施体制（責任者・担当者の配置、類似業務の実務経験
等）は業務の遂行に十分な体制となっているか

10

業務実施スケジュール
詳細なスケジュールが記載され、確実な実施が見込めるも
のとなっているか

5

法令遵守・個人情報保護体制
コンプライアンスや個人情報等管理体制について適切に記
載されているか

5

戦略策定方針
本業務の目的を理解し、必要な情報の収集、整理、評価等
について具体的な手法が提案されているか

10

収支予測と周辺地域への経済波及効果の分析
収支予測と経済波及効果を的確に分析するための手順・手
法が提案されているか

20

公募プロセスの設計
モデル事業地を貸し付けるための手続きや公募要領、審査
要件等を設計するための手法等が具体的に記載されている
か

10

戦略策定及び課題
モデル事業地における実現可能かつ効果的な戦略策定及び
実現に向けた課題等について整理する手法等が具体的に記
載されているか

20

見積書 見積⾦額 配点×（１−見積⾦額／13,500,000）(※税抜⾦額） 40

その他 独自の提案事項
当該業務の目的を達成するための独自の提案があり、特に
優れているものがあるか

30

200

提
案
者
の
情
報

 下表の基準に従って審査員が、企画提案書等について審査基準をもとに評価したものを評価点（２００点満点）とする。最終的に
各審査員の評価点を合計して総合点を算出し、最高得点を得た者から順位を付けるものとする。ただし、順位決定を行う際に、得点
が同点の者が生じた場合は、審査会において協議の上、順位を決定する。
 また、総得点が１位であっても、仕様書に合わない場合や得点が著しく低い審査項目がある場合、大項目ごとの評価点率が６０％
を下回る場合（※見積書､その他は除く）は、最優秀提案者としないことがある。
 なお、参加事業者が１社の場合であっても同様に審査を行い、業務を適切に実施できると判断した場合は、当該参加事業者を交渉
権者とする。

県有林高度活用戦略策定業務委託に係る企画提案書審査基準

提
案
内
容

モデル事業地の設定と
収益最大化のための賃料設定の検討

・周辺との一体的な発展に向けた活用イメージを整理し、
最適なモデル事業地が設定されるための検討手順、手法と
なっているか
・収益を最大化させるための賃料設定の検討手法は、実現
可能かつ妥当なものか

40


